
 

第９号議案 

 

 

 

   令和元年度芦屋市都市再開発事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 

  元号を改める政令（平成３１年政令第１４３号）の施行に伴い，「平成３１年度芦

屋市都市再開発事業特別会計予算」の名称を「令和元年度芦屋市都市再開発事業特別

会計予算」とし，当該予算における平成３１年度以降の年度表記については，改元後

の年度表記とする。 

令和元年度芦屋市の都市再開発事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めると

ころによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ81,243千円を減額し，歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ443,757千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費）   

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年

度に繰り越して使用することができる経費は，「第２表繰越明許費」による。  

 

 

   令和２年２月１８日提出 

 

 

 

芦屋市長 伊 藤  舞    
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事 　 　業 　 　名 現計予算額 繰越明許費

(３月補正後)

ＪＲ芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業 312,646 256,981
委託料・工事請負費・補
償，補填及び賠償金

合　　　　計 312,646 256,981

　        令和元年度芦屋市都市再開発事業特別会計補正予算（第１号）の繰越明許費の内容 　　

  (単位 千円)

主な内容

      第９号議案説明資料
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